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• 企業による大学とのオープンイノベーションの加速への期待は、経団連提言「産学官連携による共同研究の強
化に向けて」（平成28年2月16日）によって明確化。

• 安倍総理から、第5回「未来投資に向けた官民対話」(平成28年4月12日)にて、次の発言あり。「我が国の大
学は、生まれ変わる。産学連携の体制を強化し、企業から大学・研究開発法人への投資を、今後10年間で
３倍にふやすことを目指す。」

• 平成28年７月、産学官の対話の場として、文部科学省と経済産業省が共同で「イノベーション促進産学官
対話会議」を設置し、同年11月30日に、 産業界から見た、大学・研発法人が産学連携機能を強化するうえ
での課題とそれに対する処方箋をまとめたガイドラインを策定。

産業界

• 「組織対組織」の産学連携
体制の構築

• イノベーション創出人材育成

大学・研発

• イノベーション経営への取組
• 大企業とベンチャーの連携

イノベーション促進産学官対話会議

イノベーション促進のために求められる産学官
それぞれの役割や具体的な対応を検討

産学官連携深化WG
産学官連携による共同研究強化のための

ガイドラインの検討・作成

産学官連携による
共同研究強化のための

ガイドラインの策定 産学官連携による共同研究強化のための
ガイドラインの構成

１．全ての大学・研発法人に期待される機能

１）本部機能
組織的な連携体制の構築

企画・マネジメント機能の確立

２）資金 費用負担の適正化・管理業務の高度化

３）知
知的財産の活用に向けたマネジメント強化

リスクマネジメント強化

４）人材 クロスアポイントメント制度の促進

２．将来的に改革を要する点

１）資金 大学等の財務基盤の強化

２）知 知的資産マネジメントの高度化

３）人材 産学連携が進む人事評価制度改革

文部科学省・経済産業省が、大学等の各種経営課題について
検討した成果を集大成したもの

産学官連携による共同研究強化のためのガイドラインについて
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産学連携本部
機能の強化

資金の好循環

知の好循環

人材の好循環

費用の積算根拠を示し、共同研究の進捗・成果の報告
等のマネジメント力を高めることを前提に、人件費（相当
額、学生人件費を含む）、必要な間接経費、将来の
産学官連携活動の発展に向けた戦略的産学連携経費
を積算することにより、適正な共同研究の対価を設定。

産学官連携リスクマネジメントを一層高度化させ、産学
官連携が萎縮することを防ぐとともに、産学官連携活動
を加速化しやすい環境を醸成。

産学官連携の促進を目的とした大学・研発と企業間に
よるクロスアポイントメント制度の促進と大学・研発の人
事評価制度改革を促進。

これまでこれまで ガイドラインのポイントガイドラインのポイント

大学側で共同研究の適切な費用算
定がされないため、大型の共同研究
を進めれば進めるほど、費用の不足
が高じてしまい、大学経営に悪影響
を及ぼす可能性。

「組織」対「組織」の共同研究により
生じる多様なリスクに対するマネジメ
ントが不十分。

イノベーション創出に向けた大学、企
業等の組織の壁を越えた、人材の流
動化がまだ限定的。

大学の産学連携機能は旧態依然と
しており、個人同士の繋がりによる小
規模な共同研究が中心。

産学連携本部において部局横断的な共同研究を企
画・マネジメントできる体制を構築し、具体的な目標・
計画を策定。同時に、具体的な取組例を提示。

大学の知的財産マネジメントにおいて、
企業の事業戦略の複雑化・多様化
に対応できていない。

非競争領域の知的財産権を中核機関に蓄積する、共
同研究の成果の取扱いを総合的な視点で検討するな
ど、高度な知的財産マネジメントを実施。
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産学官連携による共同研究のためのガイドラインのポイント



知の好循環について

大学の知的財産マネジメントにおいて、大学の財務、学術研究及び教育が成長することを目指したマネジメン
ト、及び企業の事業戦略が複雑化・多様化している中で、オープン＆クローズ戦略等の企業の事業戦略に対
応したマネジメントが求められている。

大学等の成長と産学官連携を通じたイノベーション創出に資する「知的財産戦略」を策定したうえで、競争的
資金や企業等との共同研究の間接経費を知的財産マネジメント経費として適切に活用するとともに、知的財
産を効果的に取得・活用していくために、事業化視点で知的財産マネジメントを実践し得る体制を構築。
企業の事業戦略が複雑化・多様化している中で、オープン＆クローズ戦略等の企業の事業戦略に対応した高度
な知的財産マネジメントを実行するためには、以下のような高度な知的財産マネジメントが求められる。
→ 産学官のパートナーシップを強化し、共同研究の成果の取扱いについては、双方の共同研究の目的や状
況等を考慮して、総合的な視点で検討すること
→ 非競争領域においては、知的財産権を中核的な機関に蓄積させ、蓄積された知的財産権を他の機関が
利用しやすい知的財産マネジメントを実行すること

処方箋

課 題

○知的財産の活用に向けたマネジメント強化

共同研究等の成果である共有特許権は、企業から防衛的な位置付けで用いられることも多いが、大学・国立研
究開発法人と企業との産学官連携を通じたオープンイノベーションへの期待が高い中で、一企業の防衛的な
知的財産活用方策が我が国イノベーション全体に寄与しているのか十分に検討する必要がある。企業側も、
共同研究等の成果であっても大学・国立研究開発法人の単独特許とすること、共有特許であっても第三者に実
施許諾可能とすること等、特許権を積極的な活用に結びつけていく方策を検討することが重要である。 3

産業界に期待される取組



日米大学の特許を比較すると、
①米国は単願が多いのに対し、日本は共願が多い。
②米国は中小企業・ベンチャーに委ねられることが多いのに対し、日本は大企業が多い。

日米大学の特許の行方
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日本の大学の特許の行方
（２０１０年特許出願についての推定）

米国大学の特許の行方
（２０１０年特許出願についての推定）

特許出願
12,281

単願
11,903

大企業
4,159

中小企業
5,921

ベンチャー
1,823

共願
368

国内特許出願
6,490

単願
2,596

共願
3,894

大企業※
1,415

中小企業※
1,150

新規企業※
31

大企業※※
2,787

中小企業※※
1,106
※ 最大値推計
※※ 比率推計

＊ 東京大学政策ビジョン研究センター大学と社会研究ユニット政策提言 「知的財産制度と産学連携に関する論点」
（平成２７年３月）及び知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会地方における知財活用促進タスクフォース（第１回）
資料等から引用。

米国大学の特許の行方
中小・ベンチャー等 ６３％程度
大企業 ３７％程度

日本の大学の特許の行方
中小・ベンチャー等 ３５％程度
大企業 ６５％程度



研究先行で知財の保有・実施等の合意は後回し。共同研究契約のひな形に基づき、とりあえず
共有で契約締結している大学が見受けられる。

企業との共願の場合：相手先企業と持分比率、経費分担等を相談して処理しているが、実際は、
第三者へ権利移転をしたくても、協議による企業との合意は困難で幅広く活用する機会を逸失す
る可能性が考えられる。

○ 我が国の共同研究契約についての指摘

○ 日本版支援ツール（さくらツール）の作成

目的：考え方の整理と選択肢の提供

契約は、事業（産学の連携）の目的・狙い（ビジョン）を共有し、その実現のための枠組みを合意す
るもの。

知財の権利帰属や実施許諾は、産学官連携活動における多くのマネジメント要素のうちの一つで
あるので、可能な限り単独保有の形態とする等シンプルな保有形態を目指しつつ、共有の形態の
場合は、企業側の独占意向と大学側の活用意向等を勘案しながら、実施の在り方を判断すること
としてはどうか。

留意点：研究成果は可能な限り広い範囲での活用を目指し、取扱いの柔軟性が第一。さくらツール
の類型はあくまで交渉の出発点であり、最終的な取り決めは個別事情に応じて柔軟に契約で決定。

共願・共有の使い勝手を更に
改善するにはどのような方策
が考えられるか。

※ 林いづみ弁護士， 「戦略的かつ柔軟な共同研究契約締結に向けた≪さくらツール≫
の活用」， UNITT Annual Conference（201７年9月9日）を基に作成 5



6

「大学等における知的財産マネジメント事例に学ぶ
共同研究等成果の取扱の在り方に関する調査研究」（概要）

（文部科学省 平成28年度 委託事業）

我が国においては、TLO法の施行や大学等産学官連携自立化プログラム等の産学連携活動推進のための
様々な施策により、産学官連携への期待感が高まっている。

大学における産学官連携体制や共同研究実施体制の構築はある程度進展し、産業界としてもオープン＆ク
ローズ戦略の重要性が認識されてきている。

米国・欧州等の海外においても、産学官連携活動で
は、共同研究契約において研究成果の帰属の決定
が大きな課題となっている点で我が国と共通。

英国のランバートツールキットを始めとして、共同研
究等成果の帰属を契約締結の段階で具体的に取り
決めておくことが望ましく、かつ柔軟な規定とするこ
とが望ましいとされている。

現状と課題

しかし、

文部科学省が平成１４年に提示した共同研究契
約書の様式参考例による硬直的な契約交渉が
行われているという声も。

共同研究契約が締結されたとしても、共同研究
等成果について、とりあえず共同出願、共有特
許とされ、また、事業化につながっているのか不
透明な現状。

海外の状況

共同研究等成果を大学等又は民間企業の単独保有とする選択肢も含めて、共同研究契約書のモデルを複
数種類提示するとともに、複数種類の中から特定のモデルを選択する際の考え方も併せて提示。

これにより、契約交渉のスキルが十分でない担当者が所属する大学等に対しても柔軟かつ効率的な契約交
渉が可能となるように促すとともに、可能な限り共同研究契約前に共同研究等成果の事業化まで想定して
契約を締結することにより、共同研究等成果が適切に事業化に繋がる可能性を高める。

本研究の成果として、研究契約の交渉等を独自に行う環境や組織体制が十分でない中小規模・地方大学又はベ
ンチャー企業を含む中小企業を念頭に、大学と企業の２当事者間で締結される共同研究契約について、１１類型
のモデルとモデル選択にあたっての考慮要素からなる「さくらツール」を提案する。

さくらツールの内容

期待される効果 ： 「とりあえず共有」から成果活用重視へ
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類型０ 類型１ 類型２ 類型３

大学帰属
㊭非独占使用
のみ

大学帰属
㊭独占使用選
択権

大学帰属
㊭譲渡選択権

大学帰属
㊭独占使用＆
譲渡選択権

類型４ 類型５ 類型６

企業帰属
㊫他社許諾可
㊫公表可

企業帰属
㊫商業使用不可
㊫公表可

企業帰属
㊫商業使用不可
㊫公表不可

類型７ 類型８ 類型９ 類型１０

発明者基準で帰属
• 大学帰属・共有成果に譲
渡＆使用許諾の企業側選
択権有

発明者基準で帰属
• 類型7＋共有成果につい
て両者許諾自由の事前包
括許諾

原則として個別帰属
• 大学帰属成果に譲渡＆使用
許諾の企業側選択権有

• 共有成果は事前包括許諾

常に個別帰属
• 技術分野で棲分け(共有なし)
• 両者自己帰属成果に制約な
し

ア

イ
ウ

エ
オ

類型選択にあたっての考慮要素 ウ 大学による成果公表の要否に関する考慮要素

ア 研究への寄与度等に関する考慮要素 エ 成果の帰属方法に関する考慮要素

イ 大学帰属の知財の取扱いに関する考慮要素 オ 共有の余地を認めるかに関する考慮要素

研究成果である知的財産の活用については、可能な限り広い範囲で活用がなされるよう、その取扱いの柔軟
性を第一に考えるべきである。

知的財産がいずれの当事者に帰属したとしても以下の条件は満たされなければならない。
１．大学は将来の研究の可能性を制限されない。
２．すべての知的財産は、実用化に向けて適切な努力がなされるべきである。
３．研究の実質的な成果は、原則として合意された期間内に学術的な公表がなされる。

さくらツールで提供されるモデルの各類型は、あくまで交渉の出発点を提供するものであり、最終的な取り決め
は個別事情に応じて柔軟になされるべきである。

さくらツール策定にあたっての基本的な考え方（抜粋）

モデル契約書１１類型

さくらツール
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